
No. 名称 緊急事態措置の解除後

1 群馬会館
・20時30分までの利用とする。
・既に予約済みの利用については、主催者に時間短縮の検討を要請

2 昭和庁舎
・20時30分までの利用とする。
・既に予約済みの利用については、主催者に時間短縮の検討を要請

3 近代美術館
・感染防止対策を徹底・周知
・混雑時は入場整理券による入館制限を行う場合あり

4 館林美術館
・感染防止対策を徹底・周知
・混雑時は入場整理券による入館制限を行う場合あり

5 歴史博物館
・感染防止対策を徹底・周知
・事前予約制による一般観覧の受け入れ

6 自然史博物館
・感染防止対策を徹底・周知
・事前予約制による一般観覧の受け入れ
・参加型イベント（企画展行事・ワークショップ等）は中止

7 土屋文明記念文学館
・感染防止対策を徹底・周知
・混雑時は入場整理券による入館制限を行う場合あり

8
群馬県民会館（ベイシア文化
ホール）

・感染防止対策を徹底した上で開館

9
自然史博物館附帯ホール（か
ぶら文化ホール）

・感染防止対策を徹底した上で開館

10 世界遺産センター
・感染防止対策を徹底・周知
・混雑時は入場整理券による入館制限を行う場合あり

11 史跡上野国分寺跡 ・入館人数及び滞在時間を制限の上、感染防止対策を徹底・周知
12 観音山古墳 ・石室は閉鎖

13
埋蔵文化財調査センター発掘
情報館

・入館人数及び滞在時間を制限の上、感染防止対策を徹底・周知
・参加型イベント（企画展行事・ワークショップ等）は中止
・図書室は１回の入室を２人までに制限

14
総合スポーツセンター
（ALSOKぐんま総合スポーツ
センター）

・入館人数を制限の上、感染防止対策を徹底・周知

15
総合スポーツセンター伊香保
リンク

・入館人数を制限の上、感染防止対策を徹底・周知

16 ライフル射撃場 ・入場人数を制限の上、感染防止対策を徹底・周知

17 ぐんま男女共同参画センター
・利用人数の制限、感染防止対策の徹底を行った上で開館
・夜間貸室利用中止（継続）

18
NPO・ボランティアサロンぐ
んま

・利用可能（入室時の検温、配置されている消毒剤で手指を消毒。マス
ク着用。会議での利用は３密を避ける。）

緊急事態措置の解除に伴う県有施設の対応について

　緊急事態措置の解除及び全県での警戒度「４」の継続に合わせ、県有施設の対応を次のとおり変更しま
す。
　○各施設とも感染防止対策（人数制限、予約入館、主催事業の中止等）を徹底した上で、開館します。
　○以下の施設は、閉館(「予約済のものは利用可」を含む)していましたが、10月1日から開館します。
　　・群馬会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ゆうあいピック記念温水プール
　　・昭和庁舎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・野鳥の森施設（小根山森林公園内）
　　・群馬県民会館（ベイシア文化ホール）　　　　　　・群馬県勤労福祉センター
　　・自然史博物館附帯ホール（かぶら文化ホール）　　・Ｇメッセ群馬(群馬コンベンションセンター)
　　・ぐんま男女共同参画センター　　　　　　　　　　・群馬ヘリポ－ト・ヘリコプター学習館
　　・ＮＰＯ・ボランティアサロンぐんま　　　　　　　・群馬県公社総合ビル
　　・消費生活センター　　　　　　　　　　　　　　　・北毛青少年自然の家
　　・ぐんまこどもの国児童会館（金山総合公園内）　　・妙義青少年自然の家
　　・群馬県社会福祉総合センター　　　　　　　　　　・東毛青少年自然の家
　　・群馬県福祉マンパワーセンター　　　　　　　　　・生涯学習センター
　　・ふれあいスポーツプラザ　　　　　　　　　　　　・群馬県青少年会館

令和３年９月２８日

総務部総務課
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19 消費生活センター
・原則として、電話相談とする。
・来所相談が必要な場合は、予約制で実施する。

20
ぐんまこどもの国児童会館
（金山総合公園内）

・入館者数の制限、感染予防策の徹底及びイベントの中止を行った上で
開館

21 群馬県社会福祉総合センター
・感染防止対策を徹底した上で、通常どおり運営
※ただし、夜間外出自粛要請期間中は、夜間会議室の貸出中止を継続

22
群馬県福祉マンパワーセン
ター

・感染防止対策を徹底した上で、通常どおり運営

23 ふれあいスポーツプラザ
・屋内施設の利用中止継続、屋外施設は利用再開
・開館時間：9時～16時（消毒等のため、12時～13時は閉館）

24
ゆうあいピック記念温水プー
ル

・利用再開
・利用時間：10時～17時

25 赤城公園
・感染防止対策を行った上で開園
・キャンプ場の利用は中止

26 榛名公園 ・感染防止対策を行った上で開園
27 妙義公園 ・感染防止対策を行った上で開園

28
野鳥の森施設（小根山森林公
園内）

・利用可（遊歩道、屋外トイレのみ）
・建物の利用は中止

29
山の鼻ビジターセンター（尾
瀬国立公園内）

・感染防止対策を行った上で開館
・ビジターセンター主催の催しは中止

30
緑化センター・緑化センター
附属見本園

・感染防止対策を行った上で開館
・県主催の催しは中止

31
群馬県憩の森・森林学習セン
ター

・感染防止対策を行った上で開館
・県主催の催しは中止

32 伊香保森林公園
・感染防止対策を行った上で開園
・指定管理者主催の催しは中止

33 赤城森林公園
・感染防止対策を行った上で開園
・指定管理者主催の催しは中止

34
赤城ふれあいの森（SUBARUふ
れあいの森　赤城）

・感染防止対策を行った上で開園
・宿泊施設、バーベキュー施設、木工工作体験及び指定管理者主催の催
しは中止

35 さくらの里
・感染防止対策を行った上で開園
・きのこ館及び指定管理者主催の催しは中止

36 桜山森林公園
・感染防止対策を行った上で開園
・指定管理者主催の催しは中止

37 みかぼ森林公園
・感染防止対策を行った上で開園
・指定管理者主催の催しは中止

38 ２１世紀の森
・感染防止対策を行った上で開園
・指定管理者主催の催しは中止

39
ぐんまフラワーパーク（カネ
コ種苗ぐんまフラワーパー
ク）

・感染防止対策を強化、徹底した上で営業
・大規模イベント（キャラクターショー、花火）は中止
・園内屋内施設（レストラン、売店、温室、フラワーホール）は、入場
者数を制限

40 日本絹の里
・感染防止対策を徹底、入館者数を制限して開館
・体験学習等は人数を制限して実施

41 馬事公苑

・感染防止対策を行った上で営業
・ナイター乗馬の時間短縮（20時閉苑）
・更衣室の利用者数制限
※1日のレッスン回数は6回から5回に変更済（令和3年4月1日から）

42 群馬県勤労福祉センター
・勤労福祉センターガイドラインに基づく感染対策を講じた上で利用可
能

43
群馬県アンテナショップぐん
まちゃん家

・所在地が東京都のため、都の要請等に基づき対応

44
利根川河川境運動場（伊勢崎
市）

・野球場は感染リスクの低い屋外施設のため利用可。ただし、県外在住
者には利用自粛を要請
・なお、施設所在地である伊勢崎市の施設が利用休止となった場合には
その取扱いに準じる。
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45
烏川河川玉村運動場（玉村
町）

・キャンプ場、ＢＢＱ場は利用不可
・野球場は感染リスクの低い屋外施設のため利用可
・なお、施設所在地である玉村町の施設が利用休止となった場合にはそ
の取扱いに準じる。

46
Ｇメッセ群馬（群馬コンベン
ションセンター）

・感染防止対策を講じた上で通常通り開館

47
群馬ヘリポ－ト・ヘリコプ
ター学習館

・利用可能（完全予約制・人数制限あり）

48 敷島公園
・感染防止対策を行った上で開園
・スポーツ施設の団体利用の新規受付は中止

49 群馬の森 ・感染防止対策を行った上で開園

50 金山総合公園
・感染防止対策を行った上で開園
・ふわふわドームは利用中止

51 観音山ファミリーパーク
・感染防止対策を行った上で開園
・バーベキュー広場、ハンモック遊具、貸し出し遊具は利用を中止

52 多々良沼公園 ・感染防止対策を行った上で開園
53 群馬県公社総合ビル ・感染防止対策を徹底した上で開館、新規予約の受付開始

54 玉村ゴルフ場

55 前橋ゴルフ場

56 板倉ゴルフ場

57 新玉村ゴルフ場

58 文書館
・閲覧利用：事前予約制。人数･時間を制限の上､感染防止対策を徹底
・展示観覧：事前予約制(15分間)｡引き続いてインターネットによるオ
ンライン観覧を推奨（全展示物がインターネット観覧可)

59 県立図書館
・感染防止対策を徹底した上で開館
・人数（25人以下）、時間（30分目安）、一部施設利用制限あり

60 生涯学習センター ・感染防止対策を徹底した上で開館（夜間のみ新規予約不可）

61 ぐんま天文台
・入館人数を制限の上、昼間のみ開館。感染防止対策を徹底
・参加型イベントは中止

62 ぐんま昆虫の森
・入館人数を制限の上、感染防止対策を徹底して開園
・参加型イベント（里山歩き等）は中止

63 北毛青少年自然の家
・主催事業を中止。感染防止対策を徹底し、日帰りの利用（家族に限
る）、学校団体利用について受け入れる。

64 妙義青少年自然の家
・主催事業を中止。受入事業は、感染防止対策を徹底し、家族（同居家
族に限る）及び学校団体の日帰り利用について受け入れる。

65 東毛青少年自然の家 ・感染防止対策を徹底し、日帰り利用の受入及び主催事業は行う。

66 群馬県青少年会館
・感染防止対策を徹底した上で開館
・会議室等の利用は午後８時まで（宿泊利用の受付を一時停止）

・営業時間の短縮（20時まで）
・宴会、パ－ティ－利用の中止
・レストランにおける感染防止（黙食の徹底）のためのレイアウト変更
・浴槽の使用を中止
・ロッカールーム等の利用者数の制限
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